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     委     員  上川 幸子    委     員  軍神利喜男 

委     員  枇杷 眞弓 

４ 説明のために出席した職・氏名 

        教 育 部 長  上大迫 修   教育総務課長  大濱 浩一 

   学校教育課長  村上 勝美   社 会 教 育 課 長  橋口 公男 

   文 化 課 長  羽田 美由紀  少年自然の家所長  南 竜治 
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５ 記 録 者  教育総務課課長代理  白江 剛 

６ 傍 聴 者  なし 

７ 日  程 

(1) 会議録承認 

(2) 諸般報告 

(3) 審議 

議案第１６号 薩摩川内市教職員住宅管理規則の一部を改正する規則の制定に 

ついて 

議案第１７号 薩摩川内市社会教育委員の委嘱について 

議案第１８号 薩摩川内市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第１９号 薩摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会委員の委嘱につ 

いて 

議案第２０号 薩摩川内市川内まごころ文学館運営協議会委員の委嘱について 

(4) その他 

① 令和２年６月行事予定について 

② その他 

 開会時間 １３時１５分 
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【開会】 

教 育 長  只今から、令和２年第６回薩摩川内市教育委員会定例会を開会します。 

 

【会議録の承認及び会議録署名者の指名】 

教 育 長  令和２年第５回定例会の会議録についてお諮りします。項目名を記載

した会議録がお手元にあるかと思いますが、この会議録を承認してよ

ろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

教 育 長  ありがとうございます。令和２年第５回定例会会議録は承認されまし

た。 

教 育 長  会議録署名委員につきましては、枇杷委員を指名します。 

教 育 長  傍聴の申し出はありますか。 

教育総務課長代理  申し出はございません。 

教 育 長  本日の傍聴の申し出はございません。 

 

【会議の公開等】 

教 育 長  本日の議事日程は、諸般報告の１ページにあるとおりですが、議案 

１７号「薩摩川内市社会教育委員の委嘱について」から議案２０号「薩

摩川内市川内まごころ文学館運営協議会委員の委嘱について」までは、

個人情報を扱う案件でありますので、非公開としたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

教 育 長  そのように取り扱わせていただきます。 

 

【諸般報告】 

教 育 長  それでは、諸般報告について、教育総務課から説明をお願いします。 

教育総務課長  （資料２ページについて説明） 

教 育 長  新型コロナウイルス感染症対策本部会議が本日５時からの予定で第 

１４回を数えます。何か質問はありませんか。 
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軍 神 委 員  この対策本部会議で学校に関係するもの、例えばマスクとかはどうな

るのですか。その対策本部会議は、どのような話し合いがなされます

か。教育委員会のことは教育委員会で別にするのですか。 

教育総務課長  小・中学校、幼稚園等の運営は教育委員会で確認させていただき、市

の対策本部会議で全庁的な意思の確認をさせていただくという取り扱

いになっています。また、市の対策本部会議では、市の公共施設の取

り扱いにつきまして、それぞれの公共施設の形態やイベントの内容等

によりまして、例えば、今月末まではこのような取り扱いをするとか、

イベントについては人数的に無理なものはしばらく休止するとか大き

な方向性を確認するのがこの対策本部会議であり、直接、教育委員会

に関わるものとしましては、例えば、教育総務課の場合、学校開放事

業の運用を市の公共施設とあわせて県外から来られた方の利用は控え

ていただき、三密に気を付けて５０人以上の集まりは遠慮していただ

くといった統一した取り扱いの確認をさせていただきました。 

教 育 部 長  対策本部会議は、市長、副市長、教育長、関係部局長が参加し、市全

体の新型コロナウイルス感染症対策について協議します。この諸般報

告で触れていますのは、その中で決まったものや方向性を整理したも

のについては、筆頭課である教育総務課の方で教育委員の皆様に報告

申し上げるという形になっております。組織としては独立しています

が、流れとしては学校現場の意見を教育長、部長から意見を申し上げ

ているところです。 

軍 神 委 員  まだ決まってはいませんが、国の第２次補正予算で１校当たり１００

万円から５００万円を支給するという案がありますが、そういうもの

がきたときにはどういう流れで学校に支給されるのですか。 

教育総務課長  今朝の新聞報道によりますと、明日、閣議決定され、国の方で予算案

の可決に向けて進めていかれるとのことですが、国の第２次補正予算

案が可決されましたら国から県を通じ市町村に補正の内容が降りてき

ます。内容については、所管省庁に関連する市の部局に連絡がきます

ので、それを受けまして市として必要な事業なのか協議をした上で、
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補助事業に取り組むかどうか判断をし、補助金の申請をするという流

れになります。補正予算の取り扱いについては、いとまがない場合、

教育長が臨時代理し、次の定例会で報告させていただくこととなりま

す。 

教 育 長  質問はありませんか。次に、学校教育課の説明をお願いします。 

学校教育課長  （資料３ページについて説明） 

教 育 長  休業に関しましての授業時数の不足については、学校教育課長の方か

ら提案申し上げたいと思いますので、今回は５月行事についての質問

を受けたいと思います。 

三 本 委 員  今、教育長からご説明がありました授業時数の不足に対する対応とか

含めて三点ほど質問したいと思います。今回の定例会の資料をいただ

き、予定されていた行事がほとんど中止という形になって子供達の閉

塞感とか、それから不安定な心とかそういうものが見えてきてすごく

心配をしているところです。文科省からも来年度から９月入学に移行

する場合の案として一斉案と段階的案が公表されていますが、まずは、

臨時休業により授業時数が少なくなったことについての授業の取り戻

しと心のケアがまず大事かなと私は思っています。あるところでは減

らされた授業時数を夏休み、冬休みを短縮して、そして一週間の通常

日の中で授業を 1時間増やすという形で行う。と保護者に連絡がいっ

ています。これは県の方向性をみながら薩摩川内市もしていかなけれ

ばならないと思います。また、そこは後ほどお聞かせいただければと

思います。それから二点目です。マスクについてなんですが、２歳児

未満の子供に関しては日本小児科医会の方で警告を出されています。

それから、また、気密性の高いＮ９５マスクに関しては中国では持久

走をやっていた時、 突然死で何人かの子供さんが命を絶たれたという

ことです。そういう中、マスクの役割も大きいのですが、これから先、

熱中症を踏まえて自分達もマスクをしていてすごく暑いので、子供達

のマスクの対応といいますか、スポーツ庁の方でも運動をする時は外

しても良いという通知も出ているようなので、そこらへんの子供達へ
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の指導はどうなのかというのが二点目です。それから、新型コロナウ

イルス感染症対策には関係ないんですが、大雨とか台風を迎える時期

になりました。去年も各地で甚大な被害が出ました。だいぶ前に私は

公民会からハザードマップとか防災マップが送られてきて、その頃は

危機感もなく畳んでなおしこんでいました。想定外の大雨になった時

に子供達がハザードマップで自分達の住んでいるところが海抜何メー

トルなのかとか、防災マップで浸水しやすいところはどこなんだろう

かとか、崖が崩れやすいのはどこなんだろうかということを保護者と

話し合う場があるのか確認したいと思います。 

教 育 長  新型コロナウイルス感染症対策に関してのことですので、心の健康を

あわせて授業時数確保の件と方向性について説明してください。それ

から、運動時のマスクの取り扱いとですね。インデックスがついてい

る参考資料を配っていますのでここで説明してください。 

学校教育課長  それでは一枚紙で要約してある学校教育課と書いてある「新型コロナ

ウイルス感染症対策にかかる今後の教育活動について」という資料を

ご覧ください。これをもとに添付しております資料についてもあわせ

て説明させていただきます。最初に授業の取り扱いについてですけれ

ども、これまでの学校休業により実施できなかった授業の取り扱いに

つきましては、１番でございますが、想定としまして授業期日を７月 

２０日まで、これはこれまでですと終業式の日です。７月２１日から

７月３０日までの６日間を通常授業として設定する。もちろん給食も

出して６校時とする。そして終業式を７月３１日に行う。これまでや

っていました８月３日の出校日については行わない。これは学校が決

めることではありますけれども行う必要がないのではないかと考えて

おります。この対応により４２時間の授業時数の確保が可能となりま

す。下に参考として挙げてあります。本年度になりまして授業ができ

なかった時数が、小学校の少ない学校で２８時間、多い学校では５６

時間、これは小学校においても学年によって授業時数が違うため、あ

るいは家庭訪問を計画していた学校の欠時数が少なくなっています。



- 5 - 
 

それでも５０時間以上欠時数がカットされたところが小学校２６校中

１３校。中学校におきましては少ない学校で３４時間、多い学校では

５７時間と、５０時間以上カットされた学校が６校、１１校中６校あ

ったということ。義務教育学校についてはそこに書いてあるとおりで

す。完全に欠けた部分を補うことはできませんけれども少なくともこ

の４２時間分があれば、十分余裕をもって指導できるのではないかと

考えているところでございます。あわせてこちらの方も先に説明させ

ていただきます。５月２５日時以降の教育活動について、基本的には

感染症防止の三つの基本、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い

を徹底させ授業を行うという形で考えております。基準となる考えが

ここに添付しております補助資料になります。「学校における教育活動

について」という通知文がありますけれども、今回、この通知文、大

元は文科省から出されているものですが、今後の学校教育のマニュア

ルとして非常に細かく記入してあります。３つ目を開いていただきま

すと学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アル、これをもとに今後進めていきます。緊急事態宣言、これについ

ては、治まりましたけれども治まったからと言って気を緩めるとまた

再燃する可能性がある、第二波がやってくる可能性があるということ

で十分留意しながら授業を進めていくというふうに考えているところ

でございます。鹿児島県の行動レベルにつきましては、レベル１とい

うところで示されているところです。レベル１の行動基準例というこ

とでここに書いてありますけれども、マニュアルの７ページに書いて

あるところでございます。身体的距離の確保は１メートルを目安に学

級内で最大限の間隔をとるということ、多くの感染症がある時にはで

きるだけ２メートルとかいう形があるんですけれども、レベル１にな

りますとそれが出来なくてもできる限り間隔をとるという表現で授業

を進めてくださいというような方針になっています。感染症リスクの

高い教育教科活動、部活動についても十分な対策を行った上で実施す

る実施してよいと例が示され、細かな情報については、例えば２７ペ



- 6 - 
 

ージ、付箋がついた前のページになります、具体的な活動場面ごとの

感染症予防対策についてということで各教科等で非常にリスクの高い

活動と別記されています。こういったものについても２８ページの後

半にありますように十分注意して授業を実施してほしいという形で出

ております。部活動についてもこのような形で示されているところで

ございます。３の水泳の授業についてということでございますけれど

も、水泳の取り扱いということで、この資料の参考資料をご覧くださ

い。ちょうどタブがついているところでございます。「今年度の学校に

おける水泳授業の取扱いについて」ということで、基本的な考え方と

しましては、児童生徒の健康と安全を第一に考えて地域の感染状況を

踏まえ密集密接の場面を避けるなど下記の事項を十分に踏まえた対策

を講じることを前提として水泳の授業を実施することは差し支えない

という認識です。しかしながらその右側のページを見ますと具体的に

９項目に渡って非常に細かなガイドラインと言いますか、参考となる

注意すべき中身が書いてあります。この公文を学校にもおろしてあり

ますので、これらをもとに進めていこうと考えているところでござい

ます。先ほど三本委員の方から質問がございましたマスクの取り扱い

についてですけれども、マスクの取り扱いにつきましては資料２、水

泳の取り扱いの２ページ前になります。先ほどありましたように体育

の授業だったり走ったりする活動の中でこの取り扱いについて右側の

記のところに、例えば体育の授業前にマスクを外してから授業後にマ

スクを着用するまでの間、児童生徒間の距離を２メートル以上確保す

るなどと非常に細かく書いてあります。先ほどありましたように２番

の項目です、体育の授業で軽度の運動を行う場合や児童生徒がマスク

の着用を希望する場合にはマスクの着用を否定するものではないこと、

但し、運動時にはＮ９５、いわゆる医療用マスク、これを使わないよ

うにと、違うマスクを使用するということ、こういったところも含め

て細かな資料を流しております。この資料を学校に送っただけでは、

十分な読み込みとか対応ができないところもあるかと考えております
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ので、学校教育課としては、チェックポイントをつけた公文を発出し

たいと考えているところです。 

教 育 長  まずは２点についてですね。よろしいでしょうか。夏季休業中の授業   

時数の確保につきましては、北薩地区の出水市、阿久根市、長島町、

さつま町と協議をしたところでございます。県の教育長会としまして

も県全体の同じ課題ですので、できましたら知事からの学校休業要請

がありましたので、授業時数の確保、補償ということでちょっと要請

をして県の方から出してもらおうという動きはございます。ただ、授

業時数の確保については、北薩地区ではしっかりと歩調を合わせてい

きましょうということになっております。今の水泳指導、マスク着用

についてそれでよろしいでしょうか。あと想定外の災害対応について

の説明をお願いします。 

学校教育課長  これにつきましては、昨年度、ご紹介できたか私もうろ覚えなんです

けれども、ゼンリンの方で教育委員会と一緒になって災害対策のマッ

プを作っております。それは各学校が危険地域として想定しておりま

す各学校で挙げたものを地図として落とし込んだものでございます。

これについては本年度分もいっしょにいただいておりますので、特に

新入生には、お配りして、それをもとに各学校には、例えば、保護者

参観日の時に一緒に歩いて確認をしてもらうというようなことを昨

年度のうちに指導しております。本年度もあわせて指導したいと考え

ております。 

教 育 長  ゼンリンとあわせて地図について委員のみなさんにもお配りしてくだ 

さい。 

三本委 員  市民課に行って、防災マップとハザードマップをくださいますかと言

ったら、こんな厚かったんです。もらえないなと思っていいですと言っ

たんです。一枚紙かなと思ったものですから。 

教 育 長  校区ごとのハザードマップになっておりますから。子供達が分かるよ

うに。今、持って参りますので。 

三 本 委 員  現場の先生方がこれだけ細かくいろいろと文科省からの通達が出てい
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るということは大変でいらっしゃるなと思って。ただでさえ授業時数

の調整等もあるので、負担が大きくなり心配します。 

教 育 長  あの各学校では、授業再開と同時にですね、いかに三密を避けるか、

手洗いをスムーズにするか、特に大規模校においては、水道の個数も

不足しているということで、授業を５分間、いわゆる授業と授業の間

を５分伸ばすとかしてそういう確保しながら確実に見届けまでしてい

るともございます。 

枇 杷 委 員  質問ではなくてお願いなんですけれども、休息の時にしゃべらないと

かいうことも結構言われているんですけれども、人と人ってコミュニ

ケーションをとることによって成長していけるんですけど、喋ったこ

とを怒るよりは、逆にそれを逆手にとって、よく噛んで食べましょう

と。例えば、目標を最初からは無理なので一口５０回噛んで食べよう

ねと言って、その次は、それができるようになったら１００回噛もう

ねとか、噛んでいれば会話できないんですね。だからよく噛むことで

会話をしちゃいけないって禁止する方向じゃなくて、よく噛むと歯科

医の先生も言われていたんですが、結局、血流もすごく良くなって   

脳の発達にも良いというデータも出ているようなので、しゃべっては

いけないじゃなくてよく噛んで食べようと、数を数えて低学年にでき

ることをやって、中学生になると、そんなのしたくないって思うかも   

けれど、今は一生懸命噛んでそこをデータ化するんじゃないんですけ

れども、目標これぐらいみたいな感じでして、そしたら駄目っていう

ことではなくて逆にそこを上手に展開できるのではないかと思ってい

ます。 

教 育 長  ありがとうございます。非常に肯定的なといいますか積極的な指導の

あり方だと思います。また、今週金曜日に教頭研修会も行います。そ

の中で保健体育グループの方からも指導をしていきたいと思います。   

今、枇杷委員がおっしゃったような禁止事項だけではなくて積極的な

働きかけという観点から工夫してみたいと思います。ありがとうござ

いました。 
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上 川 委 員   今その話題になったので ２５ページの重症化リスクの高い児童生徒   

への対応などについて気をつけてくださいということが書かれてある

んですが、基礎疾患等がある児童生徒さんのことだと思うんですが、

本市ではそういう対応が必要な児童生徒さんはどれくらいいらっしゃ

るのかなと思いました。それからそれに関連してと言いますか、今月

の新聞、５月９日と今日の新聞にマスクで表情が読み取れないという

聴覚障害者の方々が困惑しているという記事が載っていました。県聴

覚障害者協会の方が言ってらっしゃるんですが、耳が聞こえない人は

どうしても発声音だけではなく、口の動きでも、ありがとうとかいろ

いろ会話やコミュニケーションをとられていて、お店に買い物に行っ

たときに、ポイントカードなどを出したりとかそういうときに何と言

っているか分からなくてマスクを外してと店員に言ったが、外してく

ださらなくてということが実際書いてあったんですね。聞こえない方

が少ない情報量で生活されていらっしゃるので、学校で重度難聴者の

児童生徒さんがいらっしゃった場合は、発達段階での難聴を早いうち

に改善していくために必要でいらっしゃるので、数は少ないかもしれ

ないんですけれども、今日の新聞には聾学校の人が口元が見える透明

のマスクを作ってくださるというのが載っていまして、やはり子供さ

んは表情が読み取れなくて困っていらっしゃる方ももいらっしゃるか

なと思うところでした。児童生徒に限らず行政サービスを受ける市民

の方の中にもそういうことで困っていらっしゃる方もいらっしゃるか

なと思いまして、どういう配慮ができる分からないんですけれども、

物理的には離れていても心は寄り添ってあげるといいますか、配慮が

必要かなと思います。 

教 育 長  ありがとうございます。学校教育課で基礎疾患のある児童生徒の数は

分かりますか。 

学校教育課長   基礎疾患の数については市全体では確認ができておりません。各学校で

それぞれしておりますけれども、そこの集約についてはちょっとして

いないところです。 
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教 育 長  難聴児の対応について専門職の方で答えてください。 

学校教育課専門職  昨日、学校訪問をした際に、耳に障害がある子供の授業が進められて

おりました。そこでは、先生が一人、対象の児童が一人、一対一の授

業でしたけれども、先生の方はマスクを外して対応はしておられまし

たので、拡大音声器ですかねそういったものを使って対応をしており

ました。そういった場合にも出来るだけ大きな声を出さないとか、そ

ういう配慮もしておられたところです。医療的ケアの必要な子供達も

ですけれども、特に英語、ＡＬＴなども含めて口の動きが分からない

と発音ができないというようなケースも聞いておりまして透明なフェ

イスシールドを準備していただいて、それをしていただいて授業をし

ていただいているところです。 

教 育 長  よろしいでしょうか。次に、社会教育課の説明をお願いします。 

社会教育課長  （資料４ページについて説明） 

教 育 長  ただいまの説明にご質問はございませんでしょうか。新型コロナウイ

ルス感染症の関係で昨年度は中止がありますけれどもこれに掲載され

ております。  

教 育 長  質問はありませんか。次に、文化課の説明をお願いします。 

文 化 課 長  （資料５ページについて説明） 

教 育 長  質問はありませんか。次に、少年自然の家の説明をお願いします。 

少年自然の家所長  （資料７ページについて説明） 

教 育 長  国体についての新聞報道では難しいのかなということですけれども、

国体関係で少年自然の家が１０月のはじめから関係者の宿泊が入って

いて、国体が最終決定した後にこれについては再検討となろうと思い

ます。 

中央図書館長  （資料８ページについて説明） 

教 育 長  質問はありませんか。 

三 本 委 員  東日本大震災の時にＮＨＫで特集があったんですけれどもその時に

毎日たくさんの方達が亡くなられて、救援活動をずっとしてこられて

いた消防の方とか自衛隊の方とかそういう方達に何か支援して欲しい
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ことがありますかというお問い合わせをしたところ、意外な言葉が返

ってきて私もびっくりしたんですけれども、やなせたかしさんのバッ

クが赤でアンパンマンが手を挙げているポスターが欲しいと自衛隊の

方達が言ってらっしゃったんですね。なぜですかと聞いたら、アンパ

ンマンの歌を子供達がよく歌うんですけれども、非常に子供達にとっ

ては難しい歌詞なんですけれども、そういう心を癒してくれるものと

いうのが、やはり、体を動かしたり、音楽を聞いたり、絵を描いたり、

本を読んだり、そういう人間の根幹を作る大事なものだなと私も思っ

てるので、先ほど５月になって一人当たりの貸出冊数がふえているい

うことは、非常に良いことだなと思っております。また６月から移動

図書館も動き、子供達の方にも新たな本が運ばれると思うし、イベン

トの中に般若心経を書こうという、皆、病んでいる心を落ち着かせよ

うというものを企画しておられるので、できるだけ、出来る範囲でい

いので一人でも多くそういう情報をキャッチできたらいいなと思うと

ころでした。 

教 育 長  ありがとうございます。ほかに質問はございませんか。 

教育総務課長  （資料１０～１１ページについて説明） 

教 育 長  鹿島小学校に今年はウミネコ留学生が９人いますが、ゴールデンウィ

ーク中、休業中も里親さんの元で過ごしたということです。特に学校

が関与して対応しなければならないということもなかったそうで、大

変、島の生活、学校が始まってから学校生活を楽しんでいると報告を

受けております。 

教 育 長  全体的に何かありませんでしょうか。何かありましたら最後にでもお

っしゃってください。それでは諸般報告を終わります。 

 

 

【審議】 

【議案第１６号 薩摩川内市教職員住宅管理規則の一部を改正する規則の制定につい

て】 
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教 育 長  議案第１６号 薩摩川内市教職員住宅管理規則の一部を改正する規則

の制定について教育総務課長説明をお願いします。 

教育総務課長  （議案書で説明） 

教 育 長  質問はありませんか。 

       （質疑なしの声あり） 

教 育 長  議案第１６号を承認してよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

教 育 長  ご異議はないと認めます。よって、本案は可決されました。 

 

【議案第１７号 薩摩川内市社会教育委員の委嘱について】 

教 育 長  議案第１７号 薩摩川内市社会教育委員の委嘱について社会教育課長

説明をお願いします。 

社会教育課長  （議案書で説明） 

教 育 長  議案第１７号を承認してよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

教 育 長  ご異議はないと認めます。よって、本案は可決されました。 

 

【議案第１８号 薩摩川内市公民館運営審議会委員の委嘱について】 

教 育 長  議案第１８号 薩摩川内市公民館運営審議会委員の委嘱について社会

教育課長説明をお願いします。 

社会教育課長  （議案書で説明） 

教 育 長  議案第１８号を承認してよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

教 育 長  ご異議はないと認めます。よって、本案は可決されました。 

 

【議案第１９号 薩摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会委員の委嘱について】 

教 育 長  議案第１９号 薩摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会委員の

委嘱について文化課長説明をお願いします。 

文 化 課 長  （議案書で説明） 
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教 育 長  議案第１９号を承認してよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

教 育 長  ご異議はないと認めます。よって、本案は可決されました。 

 

【議案第２０号 薩摩川内市川内まごころ文学館運営協議会委員の委嘱について】 

教 育 長  議案第２０号 薩摩川内市川内まごころ文学館運営協議会委員の委嘱

について文化課長説明をお願いします。 

文 化 課 長  （議案書で説明） 

教 育 長  議案第２０号を承認してよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

教 育 長  ご異議はないと認めます。よって、本案は可決されました。 

 

【その他】 

教 育 長  次に（４）その他の①令和２年６月行事予定について、教育総務課か

ら順に説明をしてください。 

（以後、順次各課からの報告） 

教 育 長  各課所に確認しておきたいことはありませんか。市教委の学校訪問に

つきましては、事前に資料もお届けするときにご連絡したいと思いま

す。よろしいでしょうか。何かありましたら後ほど、各課所にお問い

合わせをよろしくお願いいたします。 

教 育 長  その他の②につきまして、事務局の方からお願いします。 

教育総務課長代理  （事務連絡） 

教 育 長  あと総合計画について説明をお願いします。 

教 育 部 長  総合計画につきましては、市の全体の計画でございますが、前回まで

ございました市の教育大綱につきましては先、の教育委員会定例会で

ございましたとおり、総合計画の教育文化の部分をもってそれに充て

るということで、全体の冊子ができましたので皆さまのお手元にお届

けしたところでございます。なお、ホームページには、市民の方々か

ら教育大綱と分かるように整理をしたものを載せて周知を図りたいと
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思いますので、手元においていただいてご意見などいただければと思

います。 

教 育 長  教育文化については、施策のⅤにございますのでご確認ください。ま

た、これをもとにしてながく検討していただきました教育振興基本計

画の最終版を印刷中でございますので、出来上がり次第お届けいたし

ます。 

教 育 長  先ほど図書館からの報告の中で三本委員の方から、人間の根幹である

心の充実と言いますか、東日本大震災のエピソードということでご紹

介いただきましたけれど、私達大人が安定した心で子供達に接してい

くことは大事かなと思っております。各学校では新型コロナウイルス

感染症対策のためにいろいろと知恵を絞って子供がいきいきと部活動

ができるように校長、教頭を指導して参りたいと思います。各教科、

それから運営において、教員がいろいろと工夫を凝らしたのが子供達

の学力向上、健康、体力上に役立つように事務局としても支援して参

ります。教育委員の皆様方にも今後またいろいろなところからご指導

いただければありがたいと思います。 

 

【閉会】 

教 育 長  令和２年第６回薩摩川内市教育委員会定例会を閉会いたします。あり

がとうございました。 

 

 

                  閉会時刻  １４時４２分 

 

 

教 育 長 

 

教 育 委 員 


